
○海上保安庁告示第103号 

 水路業務法施行令（平成13年政令第433号）第１条の表備考第１号の規定に基づき、

昭和55年海上保安庁告示第71号の全部を次のように改正し、平成14年4月1日から施行

する。 

  平成14年4月1日 

海上保安庁長官 縄野 克彦  

平均水面、最高水面及び最低水面の高さに関する告示 

 水路業務法施行令（平成13年政令第433号）第１条に規定する平均水面、最高水面及

び最低水面の高さ（以下「平均水面等の高さ」という。）は、インターネット上の海

上保安庁ホームページ（http://www.kaiho.mlit.go.jp/）に掲げるとおりとする。 

 平均水面等の高さは、インターネットを利用して閲覧に供するほか、海上保安庁海

洋情報部及び管区海上保安本部海洋情報部において一般の閲覧に供する。 

 

 

○海上保安庁告示第156号 

  水平位置の測定に用いる恒久標識の等級に関する告示を次のように定める。 

  平成14年5月9日 

海上保安庁長官 縄野 克彦  

水平位置の測定に用いる恒久標識の等級に関する告示 

  水路業務法施行規則（昭和25年運輸省令第55号）第１条に規定する恒久標識のうち

水平位置の測定に用いるものを一級、二級及び三級の等級に分類し、その分類の基準

は、次の表の上欄に掲げる等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 

 

 等  級  分  類  の  基  準 

 一     級  水平位置の誤差が十センチメートル以下のもの 

 二     級  水平位置の誤差が十センチメートルを超え三十センチメートル以下のもの 

 三     級  水平位置の誤差が三十センチメートルを超え五十センチメートル以下のもの 

 

附 則 

  この告示は、公布の日から施行する。 
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